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【令和３年５月１３日専決処分】 

“新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業”  

江差町高齢者施設及び介護保険施設等従事者ＰＣＲ検査事業 

 

１．事業概要 

町内の高齢者施設及び介護保険施設等では感染防止対策として、職員が緊急事態宣言や

まん延防止重点措置などの感染流行地域への止むを得ない往来や同地域からの家族の帰省

などがあった場合、自宅待機期間を命じている施設及び事業所が多くあることから、町内

でＰＣＲ検査を受診できる環境の確保と、その費用について町が負担支援することで、職

員の自宅待機期間を短縮し、職場環境の負担及び職員の精神的負担の軽減を支援し、合わ

せて施設入所者及び訪問先の高齢者への感染拡大防止を図る。 

 

２．事業期間 

令和３年５月１７日から令和４年３月３１日まで 

 

３．対象者 

対象事業所に従事する者で、緊急事態宣言やまん延防止重点措置などの感染流行地域へ

のやむを得ない往来または、同地域からの来訪者と接触した者で、事業所から新型コロナ

ウイルス感染症予防を理由とした自宅待機を命じられた者 

・町内１０法人２２事業所 

 

４．検査機関・内容 

 北海道立江差病院 

ＰＣＲ検査（新型コロナウイルス核酸検出検査） 

 

５．事業費 

 １，１８０千円 

 ・１検査当たり 21,450 円 月 5 人 11 か月 
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は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
１

８
，
７
０
０
円
と
す
る
。
 

第
４
条
 
第
２
条
第
２
項
の

被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者

１
人

に
つ

い
て
１

８
，
１
０
０
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
に
係

る
世
帯

別
平
等

割
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平

等
割
額
は
、

次
の
各
号
に

掲
げ
る
世

帯
の

区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定

め
る
額
と
す

る
。
 

（
１
）
 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８

号
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
資
格
を

喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
つ
て
同

日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年

を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な

い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
７
条
の
２
及
び
第
２
３
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
つ
て
特
定
月
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
の

翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世

帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
７
条

の
２
及
び
第
２
３
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
世
帯
 
２
６
，
９
０
０
円
 

（
１
）
 
特
定
世
帯
（
特
定

同
一
世

帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険

法
第

６
条

第
８

号
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
の
資

格
を
喪
失

し
た
者
で

あ
つ
て
、
当

該
資
格
を

喪
失
し
た
日
の
前
日
以
後
継
続
し

て
同
一
の

世
帯
に
属

す
る
も
の
を

い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
被
保

険
者
が
属

す
る
世
帯
で

あ
つ
て
同

日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「

特
定
月
」

と
い
う
。
）

以
後
５
年

を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る

も
の
（
当

該
世
帯
に

他
の
被
保
険

者
が
い
な

い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次

号
、
第
７

条
の
２
及

び
第
２
３
条

に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
特
定
継
続
世
帯
（

特
定
同
一

世
帯
所
属

者
と
同
一
の

世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で

あ
つ
て
特

定
月
以
後

５
年
を
経
過

す
る
月
の

翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経

過
す
る
月

ま
で
の
間

に
あ
る
も
の

（
当
該
世

帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場

合
に
限
る

。
）
を
い

う
。
第
３
号

、
第
７
条

の
２
及
び
第
２
３
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
以

外
の
世
帯

 
２
８
，
０

０
０
円
 

（
２
）
 
特
定
世
帯
 
１
３
，
４
５
０
円
 

（
２
）
 
特
定
世
帯
 
１
４

，
０
０

０
円
 

（
３
）
 
特
定
継
続
世
帯
 
２
０
，
１
７
５
円
 

（
３
）
 
特
定
継
続
世
帯
 

２
１
，

０
０
０
円
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険

（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
に
係

る
後
期

高
齢
者

支
援
金
等
課

税
額
の
被

保
険
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後
 

改
正
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者
均
等
割
額
）
 

者
均
等
割
額
）
 

第
７
条
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
７
，

１
０
０
円
と
す
る
。
 

第
７
条
 
第
２
条
第
３
項
の

被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１

人
に
つ
い
て

６
，

５
０
０
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別

平
等
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
に
係

る
後
期

高
齢
者

支
援
金
等
課

税
額
の
世

帯
別

平
等
割
額
）
 

第
７
条
の
２
 
第
２
条
第
３
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
７
条
の
２
 
第
２
条
第
３
項
の
世
帯

別
平
等
割
額

は
、
次
の
各

号
に
掲
げ

る
世

帯

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号

に
定
め
る
額

と
す
る
。
 

（
１
）
 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
９
，
６
０
０
円
 
 
 

（
１
）
 
特
定
世
帯
及
び
特

定
継
続

世
帯
以
外
の
世
帯
 
１
０
，

２
０

０
円
 

（
２
）
 
特
定
世
帯
 
４
，
８
０
０
円
 

（
２
）
 
特
定
世
帯
 
５
，

１
０
０

円
 

（
３
）
 
特
定
継
続
世
帯
 
７
，
２
０
０
円
 

（
３
）
 
特
定
継
続
世
帯
 

７
，
６

５
０
円
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
に
係

る
被
保

険
者
均

等
割
額
）
 

第
９
条
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

１
人
に
つ
い
て
７
，
０
０
０
円
と
す
る
。
 

第
９
条
 
第
２
条
第
４
項
の

被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付

金
課

税
被

保
険
者

１
人
に
つ
い
て
６
，
３
０
０
円
と
す

る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
に
係

る
世
帯

別
平
等

割
額
）
 

第
９
条
の
２
 
第
２
条
第
４
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
１
世
帯
に
つ
い
て
６
，
８

０
０
円
と
す
る
。
 

第
９
条
の
２
 
第
２
条
第
４

項
の
世

帯
別
平
等
割
額
は
、
１
世
帯

に
つ

い
て

７
，
３

０
０
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の

減
額
）
 

第
２
３
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
６
３
０
，

第
２
３
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る

国
民
健
康
保

険
税
の
納
税

義
務
者
に

対
し

て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の

額
は
、
第

２
条
第
２
項

本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額

し
て
得
た

額
（
当
該
減

額
し
て
得
た
額
が
６
３
０
，
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０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
６
３
０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
９
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
１
９
０
，

０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
７
０
，
０
０
０
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
７
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

０
０
０
円
を
超
え
る
場

合
に
は
６
３

０
，
０

０
０
円

）
、
同
条
第

３
項
本
文

の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
か
ら
ウ

及
び
エ

に
掲
げ

る
額
を
減
額

し
て
得
た

額

（
当
該
減
額
し
て
得
た

額
が
１
９
０

，
０
０

０
円
を

超
え
る
場
合

に
は
１
９

０
，

０
０
０
円
）
並
び
に
同

条
第
４
項
本

文
の
介

護
納
付

金
課
税
額
か

ら
オ
及
び

カ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て

得
た
額
（
当

該
減
額

し
て
得

た
額
が
１
７

０
，
０
０

０
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、

１
７
０
，
０

０
０
円

）
の
合

算
額
と
す
る

。
 

（
１
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
計
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
を

有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る

所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給

与
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
の
控
除
を
受
け

た
者
（
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
０
，
０
０
０
円

を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及

び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
法
第
７
０
３
条
の
５
に

規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額

の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
６
５
歳
未
満
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
６
０
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
６
５
歳
以
上

の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
，
１
０
０
，
０
０
０
円

を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
数

の
合
計
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）
が

（
１
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所

得
金

額
の

合
計
額
が
、
３
３

０
，
０
０
０
円
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２
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の

数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し

た
金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
１

３
，
０
９
０
円
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
係
る
被
保
険

者
均
等
割

額
 
被
保

険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 
１

２
，
６
７
０
円
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
世
帯
別
平

等
割
額
 
次

に
掲
げ
る

世

帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額
 

・
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
１
８
，
８
３
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定
継
続

世
帯
以
外

の
世

帯
 
１
９

，
６
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
９
，
４
１
５
円
 

・
特
定
世
帯
 
９

，
８
０
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 
１
４
，
１
２
２
円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
１
４
，

７
０
０
円
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
４
，
９
７
０
円
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
係
る
後
期
高

齢
者
支
援

金
等
課
税

額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被

保
険
者
（
第
１

条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯

主
を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 
４
，
５
５

０
円
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
後
期
高
齢

者
支
援
金
等

課
税
額
の

世

帯
別
平
等
割
額
 
次

に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
定

め
る

額
 

・
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
６
，
７
２
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定
継
続

世
帯
以
外

の
世

帯
 
７
，

１
４
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
３
，
３
６
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
３

，
５
７
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 
５
，
０
４
０
円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
５
，
３

５
５
円
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金

オ
 
介
護
納
付
金
課
税

被
保
険
者
に

係
る
被
保
険
者

均
等
割
額
 

介
護
納
付

金

- 9 -



江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人

に
つ
い
て
 
４
，
９
０
０
円
 

課
税
被
保
険
者
（

第
１
条
第

２
項
に
規

定
す

る
世
帯
主

を
除
く
。
）

 
１
人

に
つ
い
て
 
４
，

４
１
０
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い

て
 
４
，
７
６
０
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

に
係
る
世
帯
別

平
等
割
額

 
１
世
帯

に
つ
い

て
 
５
，
１
１
０
円
 

（
２
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者

等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該
給
与
所

得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
、

２
８
５
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に

規
定

す
る

総
所
得
金

額
及
び
山
林

所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３

０
，
０
０
０
円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
、
２

８
５
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金

額
を
超
え

な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義

務
者
（
前

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
９
，

３
５
０
円
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
係
る
被
保
険

者
均
等
割

額
 
被
保

険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ

い
て

 
９

，

０
５
０
円
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
世
帯
別
平

等
割
額
 
次

に
掲
げ
る

世

帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額
 

・
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
１
３
，
４
５
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定
継
続

世
帯
以
外

の
世

帯
 
１
４

，
０
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
６
，
７
２
５
円
 

・
特
定
世
帯
 
７

，
０
０
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 
１
０
，
０
８
７
円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
１
０
，

５
０
０
円
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
後
期
高
齢

者
支
援
金
等

課
税
額
の

被

- 10 -



江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
３
，
５
５
０
円
 

保
険
者
均
等
割
額

 
被
保
険

者
（
第
１

条
第

２
項
に
規

定
す
る
世
帯

主
を
除

く
。
）
 
１
人
に

つ
い
て
 

３
，
２
５

０
円
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
後
期
高
齢

者
支
援
金
等

課
税
額
の

世

帯
別
平
等
割
額
 
次

に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
定

め
る

額
 

・
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
４
，
８
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定
継
続

世
帯
以
外

の
世

帯
 
５
，

１
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
２
，
４
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
２

，
５
５
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 
３
，
６
０
０
円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
３
，
８

２
５
円
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金

課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人

に
つ
い
て
 
３
，
５
０
０
円
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

に
係
る
被
保
険

者
均
等
割

額
 
介
護

納
付
金

課
税
被
保
険
者
（
第
１

条
第
２
項
に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

 
１
人

に
つ
い
て
 
３
，
１
５

０
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い

て
 
３
，
４
０
０
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

に
係
る
世
帯
別

平
等
割
額

 
１
世
帯

に
つ
い

て
 
３
，
６
５
０
円
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
４
３
０
，
０
０
０
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者

等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
４
３
０
，
０
０
０
円
に
当
該
給
与
所

得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
１
０
０
，
０
０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
５

２
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前

２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に

規
定

す
る

総
所
得
金

額
及
び
山
林

所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３

０
，
０
０
０
円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
５

２
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金

額
を
超
え

な
い
世
帯

に
係
る
納
税
義

務
者
（
前

２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
３
，

７
４
０
円
 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
係
る
被
保
険

者
均
等
割

額
 
被
保

険
者

（
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
世
帯
主

を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ

い
て

 
３

，

６
２
０
円
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
世
帯
別
平

等
割
額
 
次

に
掲
げ
る

世

帯
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
額
 

・
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
５
，
３
８
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定
継
続

世
帯
以
外

の
世

帯
 
５
，

６
０
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
２
，
６
９
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
２

，
８
０
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 
４
，
０
３
５
円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
４
，
２

０
０
円
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
１
，
４
２
０
円
 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

に
係
る
後
期
高

齢
者
支
援

金
等
課
税

額
の
被

保
険
者
均
等
割
額
 
被

保
険
者
（
第
１

条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯

主
を
除

く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 
１
，
３
０

０
円
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世

帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
 

エ
 
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に

係
る
後
期
高
齢

者
支
援
金
等

課
税
額
の

世

帯
別
平
等
割
額
 
次

に
掲
げ
る
世

帯
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
定

め
る

額
 

・
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
１
，
９
２
０
円
 

・
特
定
世
帯
及
び

特
定
継
続

世
帯
以
外

の
世

帯
 
２
，

０
４
０
円
 

・
特
定
世
帯
 
９
６
０
円
 
 
 
 
 

・
特
定
世
帯
 
１

，
０
２
０

円
 

・
特
定
継
続
世
帯
 
１
，
４
４
０
円
 

・
特
定
継
続
世
帯

 
１
，
５

３
０
円
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金

課
税
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人

に
つ
い
て
 
１
，
４
０
０
円
 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

に
係
る
被
保
険

者
均
等
割

額
 
介
護

納
付
金

課
税
被
保
険
者
（
第
１

条
第
２
項
に
規

定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

 
１
人

に
つ
い
て
 
１
，
２
６

０
円
 

カ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い

カ
 
介
護
納
付
金
課
税

被
保
険
者
に

係
る
世
帯
別
平

等
割
額
 
１

世
帯
に
つ

い
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

て
 
１
，
３
６
０
円
 

て
 
１
，
４
６
０

円
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
公
的
年
金
等
に
係
る

所
得
に
係
る

国
民
健

康
保
険

税
の
課
税
の

特
例
）
 

２
 
当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若

し
く
は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同

条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
控
除
額
（
年
齢
６
５
歳
以
上
の
者
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
２
３
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
 
 
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得

税
法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
１
５
０
，
０
０
０
円
を

控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
、
「
１
，
１

０
０
，
０
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
１
，
２
５
０
，
０
０
０
円
」
と
す
る
。
 

２
 
当
分
の
間
、
世
帯
主
又

は
そ
の

世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保

険
の

被
保

険
者
若

し
く
は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
、

前
年
中

に
所
得

税
法
（
昭
和

４
０
年
法

律
第

３
３
号
）
第
３
５
条
第
３
項

に
規
定

す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所

得
に

つ
い

て
同

条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
控

除
額
（
年
齢
６
５
歳
以
上
の

者
に

係
る

も
の

に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け

た
場
合

に
お
け
る
第
２
３
条
の
規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は
、
同
項
中
「
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得
税

法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定

す
る
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ

い
て

は
、

同
条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ

つ
て
計

算
し
た
金
額
か
ら
１
５
０
，

０
０

０
円

を
控

除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
）
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
の
特

例
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の

影
響
に

よ
る
国

民
健
康
保
険

税
の
減
免

の
特

例
）
 

１
４
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
第
２
４
条
の
２
第
１
項
第
１

号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
掲
げ
る
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類

を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
町
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

令
和
３
年
度
分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
国
民
健
康
保
険
税
で
あ
つ
て
、
令
和
３
年

１
４
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
第
２
４
条

の
２

第
１

項
第
１

号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ

い
て
は

、
同
条

第
２
項
の
規

定
に
か
か

わ
ら

ず
、
同
項
に
掲
げ
る
申
請
書
に
減
免

を
受
け

よ
う
と

す
る
理
由
を

証
明
す
る

書
類

を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
た
場
合

に
お
い

て
、
町
長

が
必
要
と
認

め
る
と
き
は

、

令
和
元
年
度
分
及
び
令
和
２
年
度
分

の
国
民

健
康
保

険
税
で
あ
つ

て
、
令
和

２
年

- 13 -



江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
普
通
徴
収
の
納
期
限
（
特
別

徴
収
の
場
合
に
あ
つ
て
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
）
が
設
定
さ
れ
て

い
る
国
民
健
康
保
険
税
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
減
免
す
る
。
 

２
月
１
日
か
ら
令
和
３

年
３
月
３
１

日
ま
で

の
間
に

普
通
徴
収
の

納
期
限
（

特
別

徴
収
の
場
合
に
あ
つ
て
は
特

別
徴
収

対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
）

が
設

定
さ

れ
て

い
る
国
民
健
康
保
険
税
の
全

部
又
は

一
部
に
つ
い
て
減
免
す
る
。
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医療分

0

13,699,156

-413,521

-413,521

0

-1,075,315

＋2,231,690

納付⾦額

（＋）調整 ＋2,154,223 -77,467

医 療 分

必要保険税額 109,196,020

令和２年度 令和３年度

202,183,337

146,055,311

198,213,982

143,574,792

介護分（退職分含む）

⼀般分

退職分

⼀般分

退職分

⽀援⾦分

納付⾦確定額

143,431,521

143,271

42,015,349

42,015,349

0

12,623,841

145,939,843

115,468

42,428,870

42,428,870

増減

-3,969,355

-2,480,519

-2,508,322

27,803

令和２年度 令和３年度 増減

145,939,843 143,431,521 -2,508,322

⽀援⾦分

−1,781,358

必要保険税額

1,414,003

105,374,159 104,202,373 -1,171,786

（−）調整

所 要 額

−42,797,374 −41,383,371

39,227,531 39,063,345 -164,186

所 要 額 37,854,567 37,696,128 -158,439

0 0

（−）調整

0

納付⾦額 42,428,870

1．令和３年度 国⺠健康保険事業納付⾦

２．令和３年度 国保必要保険税額

令和３年度 江差町国⺠健康保険税率の算定等について

所 要 額 155,146,524 153,015,540 -2,130,984

＋2,231,690 ＋2,154,223 -77,467

（−）調整 −49,153,035 −47,209,394 1,943,641

納付⾦額 202,067,869 198,070,711 -3,997,158

（＋）調整

107,981,734 -1,214,286

42,015,349 -413,521

（＋）調整 0

納付⾦額 13,699,156 12,623,841 -1,075,315

−4,574,303

0

−4,319,221 255,082

0

（−）調整

必要保険税額 160,773,601 158,565,326 -2,208,275

合  計

−1,506,802 274,556

必要保険税額 12,350,050 11,520,248 -829,802

介 護 分

（＋）調整

所 要 額

■必要保険税額に対する税率の算定は退職分を除く⼀般分により算定

■「納付⾦額」は北海道に納付する国保事業費納付⾦の額

■「(＋)調整」は町の保健事業や特定検診に要する経費。「(−)調整」は国や道の交付⾦や過年度

 保険税収納分等の控除対象経費

■「必要保険税額」は、所要額に対し算定収納率（96.5％）として算出

11,917,798 11,117,039 -800,759
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■

（１）軽減基準額の⾒直しの改正

-600 

0.00%

700

-500 

0.00%

1,200

-1,700 

説      明

所得割

均等割

平等割

36,500

43,300

7,000

⽐ 較

0.00%

60018,700

26,900

2.46%

7,100

9,600

1.77%

9.27%

25,800

54

46

配分⽐率区 分

合 計

所得割

均等割

平等割

11.04%

30,900

45,500

11.04%

32,800

応能・応益の配分⽐率は、約「４6：５4」の⽐率により積算

４．法令改正

0.00%

1,900

-2,200 

応能

応益
28

26

世帯に属する被保険者の前年の所得額に税率をかけて積算

28,000

３．令和３年度 国保税率

平等割

所得割

均等割

⼩ 計

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割医療分

令和３年度

平等割

2.46%

6,500

10,200

-1,100 

0.00%

令和２年度

6.81%

18,100

 令和3年1⽉1⽇施⾏の個⼈所得課税の⾒直し（給与所得控除や公的年⾦等控除から、基礎控除へ10万円

の振替等）に伴い、国⺠健康保険税の負担⽔準に関して意図せざる影響や不利益が⽣じないようにする

必要があることから、⼀定の給与所得者等（※1）が世帯に2名以上いる世帯は、税制改正後において軽

減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため、以下のとおり軽減基準額の⾒直しを⾏

うもの。

6,800

被保険者１⼈あたりの税額

加⼊世帯１世帯あたりの税額

600

6.81%

 納付⾦通知から算定された必要保険税額を基に、令和３年度の推計世帯数、被保険者数、応益・応能

⽐率により税率を算定。

 令和３年度は納付⾦額の減少はみられるものの下げ幅が少ないことから、所得割の税率は据え置くこ

ととした。

 また、北海道が⽰す「統⼀保険料率」に向けて、段階的に合わせる必要性から、均等割・平等割の割

合を変更したものである。

24,600

38,200

9.27%

介護分

(40才以上)

所得割

均等割

平等割

1.77%

6,300

7,300

⽀援⾦分
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 ③2割軽減基準額

（現 ⾏）基礎控除額33万円＋52万円×被保険者数

（改正後）基礎控除額43万円＋(52万円×被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数−1)

 ①7割軽減基準額

（現 ⾏）基礎控除額33万円

（改正後）基礎控除額43万円＋10万円×(給与所得者等の数−1)

 ②5割軽減基準額

（現 ⾏）基礎控除額33万円＋28.5万円×被保険者数

（改正後）基礎控除額43万円＋(28.5万円×被保険者数)＋10万円×（給与所得者等の数−1)

 ※1の⼀定の給与所得者等とは、給与所得者（給与収⼊が55万円を超える⽅）と公的年⾦等の⽀給を受

ける⽅（65歳未満：公的年⾦等の収⼊が60万を超える⽅/65歳以上：公的年⾦等の収⼊が110万円を超え

る⽅）を指します。

５．国⺠健康保険税の減免の特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により収⼊が減少した世帯に係る江差町国⺠健康保険税の減免の

特例について、令和３年度においても前年度と同様の内容で実施。

 内容については、別紙のとおり。
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新型コロナウイルス感染症の影響により収⼊が減少した世帯に係る 

江差町国⺠健康保険税の減免の特例について 

 

【制度の概要】 

■ 対象となる⽅（世帯） 

Ⅰ．世帯の主たる⽣計維持者が死亡し、⼜は重篤な傷病を負った場合 

Ⅱ．世帯の主たる⽣計維持者の収⼊減少が⾒込まれる場合 

※ 具体的要件（以下の全てに該当） 

① 今年の「事業収⼊」「不動産収⼊」「⼭林収⼊」「給与収⼊」のいずれかの 

収⼊が、前年より１０分の３以上減少する⾒込み 

② 前年の所得の合計が 1,000 万円以下 

③ 「収⼊の減少が⾒込まれる収⼊」以外の収⼊の前年の所得の合計が 400 万円 

以下 

■ 対象となる国保税 

令和３年度 国⺠健康保険税 （令和３年４⽉１⽇から令和４年 3 ⽉ 31 ⽇までの納期限のも

の） 

■ 減免の割合 

対象となる⽅（世帯） Ⅰ の場合・・・ 全   額 

対象となる⽅（世帯） Ⅱ の場合・・・ 次のとおり 

 

 

 

 

 

 

主たる⽣計維持者の 

前年の合計所得⾦額 

300 万円 

以下 

400 万円 

以下 

550 万円 

以下 

750 万円 

以下 

1,000 万円 

以下 

減免の割合 100％ 80％ 60％ 40％ 20％ 

 

× 

＝ 

× 

＝ 

主たる⽣計維持者の減収⾒込となる 

事業収⼊等の前年所得⾦額 

世帯全員の前年の合計所得⾦額 

減免対象保険税額 

世帯の 

年間保険税額 

減免対象 

保険税額 

減 免 額 
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江
差
町
国
民
健
康
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当

金
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に

感
染
し

た
被
保

険
者
等
に
係

る
傷
病
手

当

金
）
 

３
 
給
与
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
３
３
号
）
第
２
８
条
第
１
項
に
規

定
す
る
給
与
等
を
い
い
、
賞
与
（
健
康
保
険
法
第
３
条
第
６
項
に
規
定
す
る
賞
与

を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
療
養

の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

０
年
法
律
第
１
１
４
号
）
第
６
条
第
７
項
第
３
号
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
感
染
し
た
と
き
、
又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
当
該
感
染
症
の

感
染
が
疑
わ
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
期
間
の
う
ち
労
務
に
就
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
日
に
つ
い
て
、
傷
病
手
当

金
を
支
給
す
る
。
 

３
 
給
与
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
４

０
年
法
律
第
３
３

号
）
第
２

８
条
第
１

項
に
規

定
す
る
給
与
等
を
い
い

、
賞
与
（
健

康
保
険

法
第
３

条
第
６
項
に

規
定
す
る

賞
与

を
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
同
じ
。

）
の
支

払
を
受

け
て
い
る
被

保
険
者
が

療
養

の
た
め
労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き

な
い
と

き
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感

染
症

（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
属
の

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
（

令
和
２
年

１
月

に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら

世
界
保

健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝

染
す

る
能

力
を

有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告

さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感

染
症

を
い

う
。

以
下
同
じ
。
）
に
感
染
し
た

と
き
、

又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り

当
該

感
染

症
の

感
染
が
疑
わ
れ
る
と
き
に
限

る
。
）

は
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ

と
が

で
き

な
く

な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
３

日
を
経

過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す

る
こ

と
が

で
き

な
い
期
間
の
う
ち
労
務
に
就

く
こ
と

を
予
定
し
て
い
た
日
に
つ
い

て
、

傷
病

手
当

金
を
支
給
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
江
差
町
国
民
健
康
保
険
条
例
附

則
第
３
項
の
規
定
は
、
令
和
３

年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。
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江
差
町
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の

影
響
に

よ
り
収

入
の
減
少
が

見
込
ま
れ

る
場

合
等
に
お
け
る
保
険
料

の
減
免
）
 

第
６
条
 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
納
期
限

（
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
別
徴
収
の
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
（
第
一
号
被
保
険
者

の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
１
４
日
以
内
に
法
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
以
降
に
納
期
限
が
定
め
ら
れ
て

い
る
保
険
料
で
あ
つ
て
、
当
該
届
出
が
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日

か
ら
１
４
日
以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月
１
日
前
に
納
期
限
が
定
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
の
減
免
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
は
、
第
１
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
減
免
の
要
件
に
満
た
す

も
の
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

第
６
条
 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら

令
和
３
年
３
月
３

１
日
ま
で

の
間
に
納

期
限

（
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、

特
別
徴
収
の
対
象
年
金
給
付

の
支

払
日

。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
定

め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
（
第

一
号

被
保

険
者

の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

１
４
日

以
内
に
法
第
１
２
条
第
１
項

の
規

定
に

よ
る

届
出
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
た

め
令
和

２
年
２
月
１
以
降
に
納
期
限

が
定

め
ら

れ
て

い
る
保
険
料
で
あ
つ
て
、
当

該
届
出

が
第
一
号
被
保
険
者
の
資
格

を
取

得
し

た
日

か
ら
１
４
日
以
内
に
行
わ
れ

て
い
た

な
ら
ば
同
年
２
月
１
日
前
に

納
期

限
が

定
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。

）
の
減

免
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す
る
者
は
、
第
１
１
条
第

１
項
に

規
定
す
る
保
険
料
の
減
免
の

要
件

に
満

た
す

も
の
と
し
て
、
同
項
の
規
定

を
適
用

す
る
。
 

（
１
）
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
０
年
法
律
第
１
１
４
号
）
第
６
条
第

７
項
第
３
号
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
、
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
（
以

下
「
主
た
る
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負

つ
た
こ
と
。
 

（
１
）
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス

感
染

症
（

病
原
体
が

ベ
ー
タ
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス

属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２

年
１
月
に
、
中

華
人
民
共

和
国
か
ら

世
界
保

健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
感
染
す

る
能
力
を
有
す

る
こ
と
が

新
た
に
報

告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染

症
を
い
う
。
次

号
に
お
い

て
同
じ
。

）
に
よ

り
、
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
の
生
計
を

主
と
し
て

維
持
す
る

者
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
が
死
亡

し
、
又
は

重
篤
な
傷

病
を

負

つ
た
こ
と
。
 

（
２
）
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
 

（
２
）
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
第
一

号
被

保
険

者
の
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江
差
町
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
事
業
収
入
、
不
動

産
収
入
、

山
林
収
入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
業
収
入
等
」
と
い

う
。
）

の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

属
す
る

世
帯
の
生

計
を
主
と

し
て
維
持

す
る
者
の
事

業
収
入
、
不
動
産
収
入
、

山
林
収
入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
事
業

収
入
等
」
と
い

う
。
）

の
減
少
が
見
込
ま
れ
、

次
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す

る
こ
と
。
 

 
 
ア
 
 
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額
（
保
険
金
、

損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
金
額
を

控

除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等
の
額
の
１
０
分
３
以
上
で
あ
る
こ

と
。
 

 
 
ア
 
 

事
業
収
入

等
 
 
 

 
 
 
 

 
 
の

い
ず
れ

か
の
減
少

額
（
保
険
金

、

損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
る

べ
き
金
額
が
あ

る
と
き
は

、
当
該
金

額
を
控

除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事
業

収
入
等
の
額
の

１
０
分
３

以
上
で
あ

る
こ

と
。
 

 
 
イ
 
 
主
た
る
生
計
維
持
者
の
合
計
所
得
金
額
（
令
第
２
２
条
の
２
第
１
項
に
規

定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
イ
 
 

減
少
す
る

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
こ
と

が
見
込
ま

れ
る

事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外
の

前
年
の
所
得
の

合
計
額
が

４
０
０
万

円
以

下
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

目
次
 

第
５
章
 
事
業
所
内
保
育
事
業
（
第
４
２
条
―
第
４
８
条
）
 

第
６
章
 
雑
則
（
第
４
９
条
）
 

 （
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

目
次
 

第
５
章
 
事
業
所
内
保

育
事
業
（
第

４
２
条

―
第
４

８
条
）
 

  （
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
１
項
、

第
１
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
１
５
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
、
第

１
６
条
並
び
に
第
１
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
３
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及

び
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
３
歳
以
上
の
児
童

に
対
し
て
必
要
な
教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
１
８
年
法
律
第
１
２
０
号
）
第
６

条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平

成
２
４
年
法
律
第
６
５
号
）
第
７
条
第
４
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
幼
稚
園
（
同
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

認
定
こ
ど
も
園
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以

下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
つ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
町

が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。

第
１
６
条
第
２
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（

居
宅
訪
問
型
保
育

事
業
を
行

う
者
（
以

下
「
居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
者

」
と
い
う
。

）
を
除

く
。
以

下
こ
の
条
、

次
条
第
１

項
、

第
１
４
条
第
１
項
及
び

第
２
項
、
第

１
５
条

第
１
項

、
第
２
項
及

び
第
５
項

、
第

１
６
条
並
び
に
第
１
７

条
第
１
項
か

ら
第
３

項
ま
で

並
び
に
附
則

第
３
条
に

お
い

て
同
じ
。
）
は
、
利
用

乳
幼
児
に
対

す
る
保

育
が
適

正
か
つ
確
実

に
行
わ
れ

、
及

び
家
庭
的
保
育
事
業
者

等
に
よ
る
保

育
の
提

供
の
終

了
後
も
満
３

歳
以
上
の

児
童

に
対
し
て
必
要
な
教
育

（
教
育
基
本

法
（
平

成
１
８

年
法
律
第
１

２
０
号
）

第
６

条
第
１
項
に
規
定
す
る

法
律
に
定
め

る
学
校

に
お
い

て
行
わ
れ
る

教
育
を
い

う
。

第
３
号
に
お
い
て
 
 
 
 
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携

協
力
を

行
う
保
育
所
（
子
ど

も
・
子
育

て
支
援
法
（
平

成
２
４
年
法
律
第
６
５
号
）

第
７
条

第
４
項
に
規
定
す
る
保
育
所

を
い

う
。

以
下

同
じ
。
）
、
幼
稚
園
（
同
項

に
規
定

す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下

同
じ

。
）

又
は

認
定
こ
ど
も
園
（
同
項
に
規

定
す
る

認
定
こ
ど
も

園
を
い
う

。
以
下
同

じ
。
）
（
以

下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適

切
に
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
た
だ
し
、

離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
つ

て
、
連

携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困

難
で

あ
る

と
町

が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
家

庭
的
保

育
事
業
等
（
居
宅

訪
問
型
保

育
事
業
を
除
く
。

第
１
６
条
第
２
項
第
３
号
に

お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
家
庭
的
保

育
事

業
者

等
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（

略
）
 

（
３
）
 
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用

乳
幼
児
（
事
業
所
内
保
育
事
業
の
利
用
乳
幼
児
に
あ
つ
て
は
、
第
４
２
条
に
規

定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
４
項
第
１
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利
用
乳

幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て

受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
 
当
該
家
庭
的
保
育

事
業

者
等

に
よ

り
保
育
の

提
供
を
受
け

て
い
た
利
用

乳
幼
児
（
事
業
所
内
保

育
事
業
の
利

用
乳
幼
児
に
あ

つ
て
は
、
第

４
２
条
に

規

定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保

育
の
提
供
の
終

了
に
際
し

て
、
当
該

利
用
乳

幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基

づ
き
、
引
き
続

き
当
該
連

携
施
設
に

お
い
て

受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を
提

供
す
る
こ
と
。
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
前
項
（
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保

育
事
業
者
等
は
、
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
町
長
が
適
当

と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
施
設

と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前
項
（
第
２
号
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
）
の

場
合
に
お

い
て
、
家

庭
的
保

育
事
業
者
等
は
、
法
第

５
９
条
第
１

項
に
規

定
す
る

施
設
の
う
ち

、
次
に
掲

げ
る

も
の
（
入
所
定
員
が
２

０
人
以
上
の

も
の
に

限
る
。

）
で
あ
つ
て

、
町
長
が

適
当

と
認

め
る
も

の
を

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
協

力
を

行
う

者
 
 

と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（

略
）
 

第
６
章
 
雑
則
 

（
電
磁
的
記
録
）
 

第
４
９
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、

文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想

定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

           

（
新
設
）
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
）
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等

と
の
連
携

）
 

第
４
２
条
 
（
略
）
 

第
４
２
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
前
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
地
域
型
保

育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
町
長

が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行

う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前
項
（
第
２
号
に
係
る

部
分
に

限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て

、
特

定
地

域
型
保

育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
法
第
５
９

条
第
１

項
に
規

定
す
る
施
設

の
う
ち
、

次
に

掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
２
０
人

以
上
の

も
の
に

限
る
。
）
で

あ
つ
て
、

町
長

が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第

３
号
に

掲
げ
る

事
項
に
係
る

連
携
協
力

を
行

う
者
 
 
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（

略
）
 

６
～
９
 
（
略
）
 

６
～
９
 
（
略
）
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ニシンチャレンジカップ実⾏委員会補助事業 

 

１．事業⽬的 

   本事業は、北海道教育⼤学函館校との協働を通じて地域の課題解決能 

⼒を⾼め、地域づくりを⾃⽴的に進められるよう実施してきた連携事業 

の１つであり、令和元年度においてはニシンを活⽤した多種多様な料理 

（⾷し⽅）を通じて、ニシン＝江差のイメージを外部へ発信し、新たな産品 

の創出による外貨獲得を⽬指した。 

今年度については、創作料理事業の他２事業を実施しニシンを軸とし 

た「⾷」や「遊び」を通して、持続可能な産業基盤の形成や少⼦⾼齢化が 

進⾏する中でもあたたかなつながりのある地域・ひとづくりの醸成を⽬ 

指す。 

 

２．事業内容 

  ●ニシン創作料理 

新たなニシン創作料理を⽣み出すことを⽬的に町内の飲⾷店の協⼒の 

もと、商店街にて催事を開催。 

   ・時期：令和４年２⽉頃 

●江差デジタル⽔族館 

町内催事にあわせて、デジタル⽔族館（紙に描いた絵がスクリーンに映 

し出される機材）を設置し、参加者全員で１つの作品を作り上げる。 

   ・時期：令和３年９⽉頃 

●ニシンダーツ、ニシン陣取りゲーム、ニシンクイズ等 

⼦どもを対象にニシンを⽤いたゲームを⾏い、遊びを通して交流やニ 

シンへの親近感を抱いてもらう。 

   ・時期：令和４年２⽉頃 

 

３．事業費（補正予定額）  

  １，５４０千円 

内）いきいきふるさと推進事業助成⾦：770 千円 

  ⼀般財源：770 千円 

 

４．経費内訳 

  ニシンチャレンジカップ実⾏委員会への補助 

  実⾏委員会構成：江差町役場、北海道教育⼤学函館校（地域政策学研究室、 

美術教育研究室）、江差町⺠ 
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江差町地域づくりポイント発行事業概要 
 

１．目的・効果 
江差ＥＺＯＣＡ所有者が、全道のサツドラストアでお買い物にカードを利用い

ただくとサツドラホールディングス（株）からその購入額の一定割合が江差町へ

還元される。 

それを原資としながら、江差町内における商店街イベント、町内の保健事業、

防災訓練などの参加者へＥＺＯＣＡポイントを付与し、地域活動参画意欲と健康

意識の高揚を図り、地域経済の好循環及び健康増進による医療費、介護費の抑制

などにつなげる。 

対象事業としては次のとおり。 

 ①住民の健康寿命を高めるための事業 

   ②協働でまちづくりにつながる事業 

   ③商店街振興につながる事業 

   ④住民の防災意識、防犯意識を高めるための事業  
２．具体的な事業 

① 特定健診受診者 ⑤イベント来場拡大対策 

② 特定保健指導参加者 ⑥町内会・自治会防災訓練参加者 

③ 一般健診受診者 ⑦普通救命講習参加者 

④がん検診受診者  

 

３．事業費    ６０８千円 

※事業費についてはサツドラホールディングス（株）からのポイント還元分を充当  
４．経費内訳（単位：千円） 

①Ｗｉ-Ｆｉ経費       １４９ 

②各事業の参加に伴うポイント付与  ４５９ 

 

５．実施期間   令和３年６月～令和４年３月 
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「北の江の島拠点施設整備基本構想」策定について 

 

１．事業の概要 

 北の江の島構想において、現「江差海の駅 開陽丸」（管理棟）に新たに「道の駅」

機能を付加しながら、観光客が集う新たな交流人口の拡大を図るとともに、町民も

目指す場所となるための拠点施設整備の基本的な方針を定めます。 

 

２．本構想策定の基本的な考え方 

 四季を通じ、町内外の子どもや親子連れ、若者が目指す施設の整備を目指します。 

 全体構想を進めるにあたって、いにしえ街道との連結、国道交差点改良、南ふ頭

用地の活用などに関しては、拠点施設整備の方針を踏まえながら、その在り方を明

確にしていきます。 

 

３．策定期間    令和３年７月から令和４年２月下旬（予定） 

 

４．策定経費    ８，３１８千円 

内訳：構想策定委託 8,300 千円、テレビ会議システム使用料 18 千円 

財源：事業費のうち、5,600 千円は特別交付税措置対象 

 

５．委託先     大山詠司氏（総務省地域力創造アドバイザー） 

 

６．拠点施設機能のイメージ 

  

 

 

 

 ≪参考≫ 

  

 

 

 

「海の駅」「道の駅」「開陽丸青少年センター管理棟」 

 

                        カフェ       事務所 

子どもの広場 

                 物 販       トイレ 
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江差ＥＺＯＣＡ普及促進事業概要 
～新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業～ 

 

１．目的・効果 

サツドラＨＤ㈱との包括連携事業として新規発行した地域買い物カード「江差

ＥＺＯＣＡ」を全道に普及促進し、町内経済の好循環と関係人口増加につなげ、

ポストコロナ時代の経済基盤を強化する。また、町民向けの江差ＥＺＯＣＡ普及

促進イベントを開催し、キャッシュレス決済の浸透によりレジの待ち時間の短縮

や現金への接触頻度の減少につなげ、感染予防対策を図る。 

 

２．事業費（補正予定額） １，６６６千円（全額臨時交付金充当） 

 

３．経費内訳 

①町外普及促進イベント  １式   ４８９千円 

・イベント費（職員旅費、ノベルティほか） 

・ＰＲ費（チラシ印刷、ホームページ作成、送料ほか） 

②町内普及促進イベント  １式 １，１７７千円 

・イベント費（ポイント付与、チラシ・ポスターほか） 

・ＰＲ費（図案作成費、のぼり、シールほか） 

 

４．実施場所（予定） 

① 町外普及促進イベント  札幌市内 

② 町内普及促進イベント  町内加盟店 

 

５．実施期間   令和３年６月～令和４年３月 

 

 

 

 

 

 

                             

江差ＥＺＯＣＡカード 
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○令和３年度臨時交付金 活用事業 

 

１ 事業名 

事業名 図書館システム整備事業 

 

２ 国の経済対策との関係 

Ⅳ 強靭な経済構造の構築～感染症に強い地域経済を～ 

３ リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 

 

３ 事業の概要 

(1)目的・効果  

図書館のオンライン化によって、コロナ禍の外出自粛時で過ごす在宅時間を豊かなものとする

と共に、図書館システムを導入することにより、時間・場所を選ばない蔵書検索・貸出予約等を

可能とすることで、図書館における滞留時間の縮小や非対面の貸出環境を整備し、新型コロナウ

イルスの感染予防を図る。 

 

(2)事業費（補正予定額）  

  ６，６２３千円（臨時交付金充当額：６，６２３千円） 

 

(3)経費内訳  

①システム導入費  １式 ５，０６０千円 
・システム機器費（クライアントＰＣほか１式） 
・システム導入費（導入初期費用・ＳＥ作業） 
・システム保守・利用料（月額・９か月分） 

②会計年度任用職員    １，５６３千円 
・入力作業（９か月分） 

 

(4)納入場所  

江差町図書館 

 

(5)実施期間  

令和３年６月～令和４年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(6)事業イメージ 
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業の概要 

≪補正予算事業名 低所得子育て世帯給付金≫ 
≪補正予算額 4,103 千円≫         財源：全額国庫補助金（10/10） 

【事業費】 3,650 千円（73 人×5０千円） 

【事務費】   453 千円      
給料 293 千円、共済費 46 千円、役務費 114 千円、負担金 3,650 千円  

１．事業目的 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏

まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生

活支援特別給付金を支給するもの。※ひとり親世帯の給付受給者を除く。 

２．給付額  

対象となる子ども１人につき５万円  

※対象となる子どもとは、１８歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子ど 

も（障害児の場合は２０歳未満） 

３．給付世帯原則（所得制限） 

①令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯（申請が必要となる場合があります） 

②令和３年１月以降に家計が急変し、令和３年度の住民税均等割が非課税であるものと同 

様の事情にあると認められるもの（必ず申請が必要となります） 

４．給付対象 

【申請不要（積極支給）】 

  ①令和３年４月分の児童手当の受給者 

  ②令和３年４月分の特別児童扶養手当の受給者 

  ③令和３年５月から令和４年３月までに児童手当の新規認定又は額の改定を受けたもの 

【要申請】 

  ④令和３年４月分の児童手当の受給者（公務員） 

  ⑤令和３年５月から令和４年３月までに特別児童扶養手当の新規認定又は額の改定を受 

けたもの 

  ⑥令和３年３月31日において、平成 15 年４月２日から平成 18 年４月１日までの出生し 

た子どもを養育するものまたは令和３年４月１日以降に新たに当該子どもを養育する 

に至ったもの 

５．支給時期 

【申請不要（積極支給）】 

令和３年６月下旬から口座振込により支給 

【要申請】 

申請を受理後、審査したのち口座振込により支給 

６．申請期限及び給付期限 

 申請期限 令和４年２月２８日 

 給付期限 令和４年３月３１日 
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江差･上ノ国下⽔道管理センターの建設⼯事委託資料 

 

１．経過・現状 

   中央監視装置等の監視制御設備において、平成１４年度に下⽔道の供⽤が始まっ

てから１９年経過し、経年劣化による故障の発⽣もみられる。平成３０年度に策定

した江差町公共下⽔道事業ストックマネジメント計画に基づき機器の更新を実施

するもの。 

２．委 託 概 要 

   ⼯事の発注から監督管理、精算報告までの全部 

   ・江差・上ノ国下⽔道管理センターの汚泥脱⽔設備等及び監視制御装置、計装設 

   備等の更新 

３．事 業 費 

令和３年度  ２６，０００千円 

令和４年度 １７２，０００千円 

合   計 １９８，０００千円 
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○同意第１号～第１３号関係資料

　氏　　名 　畠山　克朗

　住　　所 　檜山郡江差町字中網町１３番地

　生年月日 （６０歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　笠原　一雄

　住　　所 　檜山郡江差町字越前町１０２番地

　生年月日 （６９歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　小笠原　裕章

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町３４３番地

　生年月日 （５１歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　山口　艶子

　住　　所 　檜山郡江差町字鰔川町１７番地

　生年月日 （６４歳、女）

　職　　業 　農業専従者

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

　氏　　名 　佐藤　幸男

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町１２２番地

　生年月日 （７４歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

※年齢は令和３年５月１０日現在

同意
第1号

昭和27年4月26日

同意
第2号

　平成14年4月から平成30年4月まで　新函館農協理事

　平成18年7月から現在　農業委員

同意
第3号

　平成18年7月から現在　農業委員
　平成29年10月から現在　江差土地改良区理事
　平成30年4月から現在　新函館農協理事
　北海道指導農業士

　平成18年9月から現在　江差土地改良区理事
　（平成25年から現在　理事長）
　平成24年7月から現在　農業委員

昭和45年3月9日

昭和31年7月21日

昭和21年6月18日

昭和36年3月5日

同意
第4号

　平成30年から現在　新函館花卉振興会副会長

　平成30年7月から現在　農業委員

同意
第5号

　平成27年7月から現在　農業委員
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　氏　　名 　佐藤　均

　住　　所 　檜山郡江差町字小黒部町２０番地

　生年月日 （７３歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　鈴木　朝雄

　住　　所 　檜山郡江差町字越前町１４６番地

　生年月日 （６８歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　村田　雄一

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町２３４番地

　生年月日 （７２歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

　氏　　名 　吉田　喜代志

　住　　所 　檜山郡江差町字小黒部町４３０番地２

　生年月日 （７１歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　中野　弘一

　住　　所 　檜山郡江差町字田沢町５５９番地４

　生年月日 （７９歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

昭和27年7月24日

　平成24年7月から現在　農業委員

昭和23年3月21日

　平成27年7月から現在　農業委員

同意
第9号

同意
第10号

　昭和63年7月から現在　農業委員

昭和16年11月8日

　平成27年7月から現在　農業委員

　

　平成9年10月から平成21年9月まで　江差土地改良区理事
　平成21年10月から平成25年9月まで　江差土地改良区総括監事
　平成21年7月から現在　農業委員

昭和23年11月4日

昭和24年7月25日

同意
第6号

同意
第8号

同意
第7号
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　氏　　名 　佐藤　弘志

　住　　所 　檜山郡江差町字水堀町２１０番地

　生年月日 （６４歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　長尾　徹

　住　　所 　檜山郡江差町字中網町４８番地

　生年月日 （４６歳、男）

　職　　業 　農　業

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　該　当

　氏　　名 　従二谷　伸一

　住　　所 　檜山郡江差町字愛宕町３５番地

　生年月日 （７３歳、男）

　職　　業 　会社員

　経　　歴

　応募・推薦の別 　応　募 　認定農業者の該当・非該当 　非該当

○認定農業者数：9名（畠山克朗、笠原一雄、小笠原裕章、佐藤均、鈴木朝雄、吉田喜代志、中野弘一、佐藤弘志、

                     長尾徹）

○農業者以外の者：1名（従二谷伸一）

　平成25年10月から現在　江差土地改良区総括監事

昭和32年4月2日

　平成24年7月から現在　農業委員

　平成8年から平成24年まで　江差町議会議員

昭和23年1月27日

同意
第11号

　平成21年10月から平成25年9月まで　江差土地改良区監事

昭和50年3月29日

　平成29年10月から現在　江差土地改良区理事

　北海道指導農業士

同意
第13号

同意
第12号
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